
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤
続
年
数
５
年
以
上
は
昇
給 

今
年
採
用
さ
れ
た
人
も
、
１
０
年
、
２
０
年
と
勤
務
し
て

い
る
人
も
賃
金
が
同
じ
で
し
た
。 

組
合
は
、
２
０
０
８
年
か
ら
経
験
年
数
を
反
映
し
た
賃
金

体
系
を
創
設
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
き
ま
し
た
。 

よ
う
や
く
、
２
０
１
５
年
度
の
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
、
勤

務
年
数
が
３
年
、
５
年
、
１
０
年
、
１
０
年
以
上
の
４
ラ
ン

ク
の
賃
金
体
系
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

勤
続
３
年
以
上
５
年
未
満
の
人
が
現
行
と
同
じ
、
５
年
以

上
の
人
、
１
０
年
以
上
の
人
が
昇
給
し
ま
す
。 

１
０
年
以
上
勤
務
者
の
嘱
託
保
育
士
と
嘱
託
構
成
員
は
１

７
３
，
０
０
０
円
、
嘱
託
調
理
員
は
１
６
７
，
０
０
０
円
、

臨
時
職
員
は
３
年
以
上
５
年
未
満
の
人
は
時
給
が
１
０
円
ア

ッ
プ
、
５
年
以
上
は
２
０
円
ア
ッ
プ
で
す
。
保
育
士
で
一
人

担
任
は
５
，
５
０
０
円
加
算
。
主
任
調
理
員
は
１
０
，
０
０

０
円
加
算
さ
れ
ま
す
。 

勤
務
経
験
年
数
が
３
年
未
満
の
人
は
、
現
行
よ
り
給
料
が

下
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
下
が
っ
た
給
料
は
新
年
度
に

採
用
さ
れ
た
人
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。 

現
在
働
い
て
い
る
人
は
現
行
の
給
料
が
保
障
さ
れ
ま
す
。 
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嘱
託
・
臨
時
職
員
の
組
合
が
玉
村
町
に
出
来
て
か

ら
、
毎
年
団
体
交
渉
を
行
い
、
多
く
の
要
求
を
実
現
し
て

き
ま
し
た
。 

 

○
通
勤
手
当
の
支
給
（
正
規
と
同
じ
） 

○
嘱
託
月
額
８
千
円
、
臨
時
時
給
２
０
円
ア
ッ
プ
（
２
０

０
９
年
度
） 

○
嘱
託
職
員
の
有
給
休
暇
は
採
用
初
年
度
か
ら
年
２
０

日
付
与 

○
病
気
休
暇
、
忌
引
き
休
暇 

○
臨
時
職
員
も
産
休
・
育
休
の
取
得 

○
嘱
託
職
員
の
退
職
金
は
、
平
成
１
３
年
度
以
降
分
は
、

平
成
１
８
年
度
に
勝
ち
取
り
、
平
成
２
３
年
度
に
は
平

成
１
２
年
度
以
前
の
勤
務
分
含
め
全
額
支
給
を
勝
ち

取
る 

○
各
児
童
館
の
嘱
託
職
員
を
２
人
以
上
に
、
夜
間
の
勤
務

は
２
人
体
制
に
す
る
。 

○
保
育
所
の
入
所
予
定
児
童
数
５
月
時
点
分
の
職
員
数

を
、
年
度
当
初
に
配
置
。 

○
臨
時
職
員
か
ら
嘱
託
職
員
を
採
用 

○
保
育
士
の
１
人
担
任
手
当
５
，
５
０
０
円
を
実
現
。 

○
２
０
１
３
年
度
、
嘱
託
職
員
の
一
時
金
を
年
間
２
ヶ

月
。 

○
臨
時
職
員
の
時
給
１
０
円
ア
ッ
プ
。 

○
６
０
歳
定
年
後
の
雇
用
確
保
措
置
と
し
て
、
６
１
歳
ま

で
臨
時
職
員
と
し
て
再
任
用
制
度
を
創
設
。 

○
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
研
修
事
業
の
実
施
。 

○
２
０
１
４
年
度
に
臨
時
職
員
と
し
。
て
再
任
用
可
能
と

す
る
年
齢
を
６
５
歳
ま
で
に
引
き
上
げ
る
。 
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退
職
者
補
充
も
検
討
せ
ず
、
民
間
委
託 

第
４
保
育
所
の
年
度
末
で
の
退
職
者
は
２

人
。
定
年
退
職
予
定
の
調
理
員
は
１
２
月
に
は

再
任
用
に
応
じ
な
い
意
向
を
町
に
伝
え
、
も
う

一
人
は
派
遣
職
員
の
た
め
契
約
時
か
ら
派
遣

期
間
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

町
は
３
カ
月
も
調
理
員
の
募
集
を
行
う
時

間
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
４
月
か
ら
調

理
員
不
足
で
給
食
を
作
れ
な
く
な
る
か
ら
民

間
委
託
す
る
と
言
い
ま
す
。 

保
護
者
・
議
会
へ
の
事
前
説
明
は
無
し 

な
ぜ
民
間
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
民
間
委
託
に
よ
っ
て
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
は

大
丈
夫
な
の
か
。
保
護
者
や
議
会
に
事
前
の
説

明
は
な
く
一
方
的
に
民
間
委
託
を
決
め
て
し

ま
い
ま
し
た
。 

良
い
給
食
を
維
持
す
る
と
偽
装
請
負
！ 

請
負
契
約
に
よ
る
業
務
委
託
は
、
町
か
ら
の

仕
様
書
に
基
づ
い
て
給
食
業
務
の
全
て
を
請

け
負
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
調
理
職
員
と
町
の

保
育
士
や
栄
養
士
が
変
更
の
指
示
や
打
ち
合

わ
せ
を
直
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

調
理
員
が
保
育
室
に
入
り
、
保
育
士
と
一
緒

に
食
育
に
携
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん 

 

７
月
入
所
予
定
児
童
数
で 

保
育
士
を
配
置 

 

 

保
育
所
で
は
、
年
度
途
中
か
ら
入
所
す
る
児

童
数
に
合
わ
せ
て
、
保
育
士
の
募
集
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
年
度
途
中
に
は
慢
性
的
な
保
育

士
不
足
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

０
８
年
度
の
団
体
交
渉
で
町
当
局
か
ら
「
ゼ

ロ
歳
児
の
場
合
に
は
、
五
月
の
入
所
予
定
の
児

童
数
に
応
じ
て
四
月
当
初
か
ら
、
職
員
配
置
す

る
」
と
回
答
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
年
度
当
初
か

ら
予
測
で
き
る
必
要
な
保
育
士
数
の
配
置
を

要
求
し
続
け
て
き
ま
し
た
。 

１
５
年
度
の
団
体
交
渉
で
、
「
７
月
か
ら
加

配
が
予
定
さ
れ
て
い
る
保
育
所
で
は
、
４
月
当

初
か
ら
配
置
す
る
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。 

保
育
士
確
保
に
悩
ん
で
い
た
管
理
職
に
も

喜
ん
で
も
ら
え
る
成
果
で
す
。 

引
き
継
ぎ
期
間
無
し
で
大
丈
夫
か
？ 

 

３
月
３
１
日
迄
は
町
の
調
理
員
が
給
食
を

作
り
、
４
月
１
日
か
ら
は
請
け
負
っ
た
業
者
の

従
業
員
が
給
食
を
作
り
ま
す
。 

調
理
室
の
設
備
や
備
品
は
町
の
物
を
使
い

ま
す
が
、
初
め
て
使
う
調
理
室
で
ス
ー
ム
ー
ズ

に
調
理
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

３
年
間
で
４
２
７
０
万
円
の
委
託
費 

 

１
年
間
で
は
、
１
４
２
３
万
円
余
で
す
。
４

人
の
調
理
員
の
仕
事
を
委
託
す
る
経
費
で
す

が
、
こ
の
経
費
は
ほ
と
ん
ど
が
人
件
費
と
業
者

の
利
益
で
す
。 

町
の
嘱
託
調
理
員
の
給
料
は
月
額
約
１
６

万
円
。
通
勤
手
当
を
含
め
て
も
年
額
約
２
３
０

万
円
。
町
が
負
担
す
る
社
会
保
険
料
等
を
加
え

て
も
、
１
人
当
た
り
年
３
０
０
万
円
程
度
と
思

わ
れ
ま
す
。 

 

町
の
直
接
雇
用
で
は
、
給
料
に
消
費
税
は
不

要
で
す
が
、
委
託
費
に
は
消
費
税
８
％
も
町
は

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

管
理
が
面
倒
だ
か
ら
民
間
に
丸
投
げ 

 

保
育
所
の
調
理
業
務
を
民
間
委
託
す
る
メ

リ
ッ
ト
は
、
町
が
調
理
員
の
管
理
業
務
を
民
間

に
丸
投
げ
し
て
事
務
が
減
る
だ
け
で
は
？ 

町
の
調
理
員
は
誇
り
を
持
っ
て
仕
事 

 

第
４
保
育
所
の
残
っ
た
２
人
の
嘱
託
調
理

員
は
、
業
者
の
誘
い
を
断
り
、
町
職
員
と
し
て

働
く
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。 

 
 


